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   昭 和 56年 11月 １ 日     

   例 規 （ 保 ） 第 26号     

                   警 察 本 部 長         

              

〔 沿 革 〕  昭 和 58年 ５ 月 例 規 （ 警 ） 第 21号  昭 和 61年 ９ 月 例 規 （ 警 ） 第 17号   

   平 成 ６ 年 12月 例 規 （ 警 ） 第 23号  平 成 ８ 年 ３ 月 例 規 （ 警 ） 第 13号   

   平 成 12年 ４ 月 例 規 （ 警 ） 第 18号  平 成 13年 ３ 月 例 規 （ 警 ） 第 ８ 号   

   平 成 18年 ３ 月 例 規 （ 警 ） 第 10号  平 成 22年 ７ 月 例 規 （ 通 指 ） 第 32号   

各 部 長 ・ 参 事 官 ・ 所 属 長  

「 放 射 性 同 位 元 素 等 に よ る 放 射 線 障 害 の 防 止 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 」 （ 昭 和 55年 法 律

第 52号 ） が 、 昭 和 55年 ５ 月 19日 公 布 さ れ 、 都 道 府 県 公 安 委 員 会 に 関 す る 部 分 は 昭 和 56年 ５ 月 18日 か ら

施 行 さ れ た 。 こ れ に 伴 い 「 放 射 性 同 位 元 素 等 に よ る 放 射 線 障 害 の 防 止 に 関 す る 法 律 施 行 令 の 一 部 を 改

正 す る 政 令 」（ 昭 和 56年 政 令 第 167号 ）及 び「 放 射 性 同 位 元 素 等 の 運 搬 の 届 出 等 に 関 す る 内 閣 府 令 」（ 昭

和 56年 総 理 府 令 第 30号 ） が そ れ ぞ れ 制 定 さ れ 、 い ず れ も 昭 和 56年 ５ 月 18日 か ら 施 行 さ れ た 。  

こ の 改 正 等 に よ つ て 新 た に 公 安 委 員 会 に 付 与 さ れ た 権 限 と そ の 事 務 の 処 理 要 領 並 び に 運 用 上 の 留 意

事 項 等 は 、 次 の と お り で あ る か ら 誤 り の な い よ う に さ れ た い 。  

記  

１  届 出 の 義 務  

放 射 性 同 位 元 素 又 は 放 射 性 同 位 元 素 に よ つ て 汚 染 さ れ た 物（ 以 下「 放 射 性 同 位 元 素 等 」と い う 。）

を 、 放 射 性 同 位 元 素 等 の 工 場 又 は 事 業 所 の 外 に お け る 運 搬 （ 以 下 「 事 業 所 外 運 搬 」 と い う 。 ） で あ

つ て 政 令 に 定 め る 場 合 に 該 当 す る と き は 、 使 用 者 、 販 売 業 者 及 び 廃 棄 業 者 並 び に こ れ ら の 者 か ら 運

搬 を 委 託 さ れ た 者 （ 以 下 「 使 用 者 等 」 と い う 。 ） は 、 出 発 地 を 管 轄 す る 都 道 府 県 公 安 委 員 会 に 届 出

を し な け れ ば な ら な い こ と と な つ た 。（ 放 射 性 同 位 元 素 等 に よ る 放 射 線 障 害 の 防 止 に 関 す る 法 律（ 昭

和 32年 法 律 第 167号 。以 下「 法 」と い う 。）第 18条 第 ５ 項 、放 射 性 同 位 元 素 等 に よ る 放 射 線 障 害 の 防

止 に 関 す る 法 律 施 行 令（ 昭 和 35年 政 令 第 259号 。以 下「 政 令 」と い う 。）第 17条 、放 射 性 同 位 元 素 等

の 運 搬 の 届 出 等 に 関 す る 内 閣 府 令 （ 昭 和 56年 総 理 府 令 第 30号 。 以 下 「 府 令 」 と い う 。 ） 第 １ 条 ）  

（ 注 ） 法 第 19条 第 ５ 項 に よ る 届 出 は 、 放 射 性 同 位 元 素 等 に よ る 放 射 線 障 害 の 防 止 に 関 す る 法 律 施 行

令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 附 則 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 、 法 の 施 行 の 日 か ら 60日 間 の 猶 予 期 間 が あ る

た め 、 昭 和 56年 ７ 月 17日 以 降 の 運 搬 に つ い て 適 用 さ れ る 。 （ 別 添 １ 参 照 ）  

２  公 安 委 員 会 の 権 限  

(１ ) 安 全 運 搬 に 関 す る 必 要 事 項 の 指 示  

届 出 を 受 理 し た 都 道 府 県 公 安 委 員 会 は 、 公 共 の 安 全 を 図 る た め 、 運 搬 の 日 時 、 経 路 、 そ の 他 運

搬 中 の 交 通 事 故 、 放 射 性 同 位 元 素 等 の 盗 取 等 に よ る 放 射 線 障 害 を 防 止 す る た め 必 要 な 事 項 に つ い

て 指 示 が で き る 。 （ 法 第 18条 の ２ 第 ６ 項 、 府 令 第 ３ 条 ）  

(２ ) 報 告 の 徴 収  

都 道 府 県 公 安 委 員 会 は 、 指 示 制 度 の 適 切 な 運 用 を 図 る た め 、 届 出 を し た 使 用 者 等 に 対 し 、 事 業

所 外 運 搬 の 状 況 及 び 事 業 所 外 運 搬 に お け る 人 の 障 害 が 発 生 し 、 又 は 発 生 す る お そ れ の あ る 事 故 の

状 況 に つ い て 報 告 さ せ る こ と が で き る 。 （ 法 第 42条 第 １ 項 、 府 令 第 ５ 条 ）  

(３ ) 立 入 検 査  

都 道 府 県 公 安 委 員 会 は 、 指 示 制 度 の 適 切 な 運 用 を 図 る た め 、 警 察 職 員 を し て 、 事 務 所 又 は 工 場

若 し く は 事 業 所 に 立 入 り 、 書 類 等 を 検 査 さ せ 、 関 係 者 に 質 問 さ せ る こ と 等 が で き る 。 （ 法 第 43条

の ２ 第 １ 項 ） （ 別 添 １ 参 照 ）  

３  警 察 官 の 権 限  

警 察 官 は 、 放 射 線 障 害 を 防 止 し て 公 共 の 安 全 を 図 る た め 、 放 射 性 同 位 元 素 等 を 運 搬 し て い る 自 動

車 又 は 軽 車 両 を 停 止 さ せ 、 そ の 車 両 等 が 届 出 及 び 指 示 の 内 容 に 従 つ て 運 搬 し て い る か ど う か に つ い

て 検 査 し 、 放 射 線 障 害 を 防 止 す る た め 適 当 な 措 置 を 命 ず る こ と が で き る 。 （ 法 第 18条 第 ８ 項 、 府 令

第 ５ 条 ） （ 別 添 ２ 参 照 ）  

４  事 務 の 処 理  



放 射 性 同 位 元 素 等 の 運 搬 に 係 る 届 出 の 受 理 及 び 千 葉 県 公 安 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 指 示 等 の 事 務 は 、

生 活 安 全 部 風 俗 保 安 課 （ 以 下 「 主 管 課 」 と い う 。 ） に お い て 処 理 す る 。  

５  事 務 処 理 要 領 及 び 留 意 事 項 等  

(１ ) 事 務 処 理 要 領 及 び こ れ に 伴 う 留 意 事 項 等 に つ い て は 、 別 表 の と お り と す る 。  

(２ ) 事 故 発 生 時 の 措 置  

ア  報 告  

法 第 32条 の 規 定 に よ る 事 故 の 届 出 を 受 け た 警 察 官 は 、 た だ ち に 事 故 発 生 場 所 を 管 轄 す る 警 察

署 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

報 告 を 受 け た 警 察 署 長 は 、す み や か に 主 管 課 長 を 経 由 し て 本 部 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

（ 危 険 物 に 関 す る 犯 罪 ・ 事 故 の 報 告 に つ い て （ 昭 和 52年 ３ 月 ３ 日 例 規 （ 保 ） 第 ３ 号 ） を 参 照 ）  

な お 、 そ の 事 故 が 、 交 通 事 故 等 に 起 因 す る 放 射 線 障 害 の 発 生 す る お そ れ が あ る 事 故 で あ る と

き は 、 前 記 例 規 通 達 で 定 め ら れ た 報 告 様 式 に と ら わ れ ず 、 別 表 の 第 ４ 「 ２ 事 業 所 外 運 搬 に 関 す

る 事 故 の 報 告 」 の 留 意 事 項 等 の 欄 に 記 載 し て あ る 「 報 告 書 に 記 載 さ せ る 事 項 」 に 準 じ て 報 告 す

る も の と す る 。  

イ  措 置  

(ア ) 放 射 線 障 害 の 発 生 の お そ れ が な い 場 合  

放 射 性 同 位 元 素 等 の 運 搬 車 両 に 関 連 す る 交 通 事 故 が 発 生 し た 際 、 運 搬 容 器 に 損 傷 が な く 放

射 線 障 害 発 生 の お そ れ は な い も の と 認 め ら れ る 場 合 は 、 通 常 の 交 通 事 故 処 理 を す る も の と す

る 。  

(イ ) 放 射 線 障 害 の 発 生 の お そ れ が あ る 場 合  

運 搬 容 器 が 破 損 し て 放 射 性 同 位 元 素 が 漏 洩 す る な ど し た 場 合 は 、 放 射 線 障 害 の 発 生 す る お

そ れ が 多 分 に あ り 、 現 場 に お け る 応 急 措 置 も 専 門 的 か つ 技 術 的 な 知 識 を 必 要 と す る の で 、 こ

れ ら の 措 置 は 専 門 家 の 手 に ゆ だ ね 、 警 察 と し て は 、 こ れ が 円 滑 に 実 施 さ れ る よ う 側 面 的 に 協

力 、 援 助 す る も の と す る 。  

そ の た め 、 と り あ え ず 次 の よ う な 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。  

ａ  警 察 署 長 の と る べ き 措 置  

(ａ ) 事 故 届 を 受 理 し た と き は 、 た だ ち に 主 管 課 長 に そ の 旨 報 告 す る と と も に 、 署 員 を 現

場 に 急 行 さ せ る な ど し て 状 況 の は 握 に 努 め 、逐 次 そ の 状 況 を 報 告 さ せ 、警 戒 区 域 の 設 定 、

交 通 規 制 等 必 要 な 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。  

こ の 場 合 、 警 戒 区 域 の 設 定 範 囲 に つ い て は 、 運 搬 に 同 行 し て い る 技 術 者 等 の 意 見 を 聞

い た 上 で 実 施 す る も の と す る 。  

(ｂ ) 負 傷 者 の 救 護 そ の 他 の 措 置 を と る 際 に 、 警 察 官 の 二 次 汚 染 の 危 険 性 が あ る の で 、 技

術 者 等 の 意 見 を 聞 き 適 切 な 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 。  

ｂ  主 管 課 長 の と る べ き 措 置  

(ａ ) 担 当 係 員 を 現 場 に 派 遣 し 、 的 確 な 状 況 は 握 と 適 正 な 応 急 措 置 の 実 施 に 努 め な け れ ば

な ら な い 。  

(ｂ ) 関 係 機 関 及 び 使 用 者 等 に 対 し て 技 術 者 の 派 遣 を 要 請 す る と と も に 、 技 術 者 の 迅 速 な

現 場 到 着 を 図 る た め の 措 置 を し な け れ ば な ら な い 。  

(ｃ ) 本 部 内 関 係 所 属 長 と 緊 密 な 連 絡 を と り 必 要 な 措 置 を し な け れ ば な ら な い 。  

(３ ) 一 般 的 留 意 事 項  

ア  各 警 察 署 に お い て は 、 放 射 性 同 位 元 素 等 の 運 搬 の 届 出 を 受 理 し な い こ と 。  

イ  運 搬 の 際 に 届 出 を 要 す る 放 射 性 同 位 元 素 等 を 使 用 し て い る 事 業 所 は 、 県 内 に 13か 所 （ 別 添 ２

参 照 ） あ る の で 、 対 象 事 業 所 を 管 内 に 有 す る 警 察 署 に あ つ て は そ の 実 態 を は 握 し て お く と と も

に 、 自 署 保 管 の 放 射 性 物 質 取 扱 事 業 所 実 態 調 査 表 （ 「 危 険 物 施 設 に 関 す る 基 礎 資 料 の 整 備 活 用

に つ い て 」 昭 和 50年 ２ 月 ６ 日 例 規 （ 保 ） 第 ３ 号 別 記 様 式 第 ２ ） を 整 備 し て お く こ と 。  

ウ  担 当 係 員 に 対 す る 関 係 法 令 の 周 知 徹 底 と 基 礎 的 知 識 の 高 揚 を 図 る こ と 。  

エ  立 入 検 査 の 実 施 及 び 報 告 の 徴 収 に つ い て 必 要 性 を 認 め た と き は 、 そ の つ ど 主 管 課 長 を 経 由 し

て 本 部 長 に 報 告 す る こ と 。  

オ  立 入 検 査 は 、 犯 罪 捜 査 の た め に 行 う の で は な く 、 指 示 制 度 の 運 用 に 必 要 な 限 度 で 行 う も の で

あ る の で 、 乱 用 に わ た る こ と の な い よ う 配 意 す る こ と 。  



カ  警 察 官 の 停 止 、 検 査 及 び 措 置 命 令 は 、 届 出 制 度 を 適 正 に 運 用 す る た め に 認 め ら れ た も の で あ

る か ら 、 使 用 者 等 に 過 大 な 負 担 を か け る こ と の な い よ う 留 意 す る こ と 。  

６  立 入 検 査 を 行 う 者 の 指 定 等  

(１ ) 立 入 検 査 を 行 う 者 の 指 定  

法 第 43条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 立 入 検 査 を 行 う 者 は 、 次 に 掲 げ る 者 と す る 。  

ア  主 管 課 に お い て 放 射 性 同 位 元 素 等 の 運 搬 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 者  

イ  使 用 者 等 の 事 務 所 又 は 工 場 若 し く は 事 業 所 の 所 在 地 を 管 轄 す る 警 察 署 に お い て 放 射 性 同 位 元

素 等 の 運 搬 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 者  

ウ  所 管 区 内 に 使 用 者 等 の 事 務 所 又 は 工 場 若 し く は 事 業 所 を 有 す る 地 域 警 察 官  

(２ ) 身 分 を 示 す 証 明 書  

法 第 43条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ く 立 入 検 査 を 行 う 職 員 の 身 分 を 示 す 証 明 書 は 、 警 察 官 に あ つ

て は 警 察 手 帳 、 一 般 職 員 に あ つ て は 身 分 証 明 書 と す る 。  

別 表 （ ５ の (１ )）  

  

 事 務 の 種 類  処 理 要 領  留 意 事 項 等   

 第 １  使 用 者

等 か ら 届 出

が あ つ た 場

合  

     

 １  届 出 の

受 理  

(１ ) 放 射 性 同 位 元 素 等

運 搬 届 書 （ 府 令 別 記 様

式 第 １ 。以 下「 届 出 書 」

と い う 。 ） ２ 通 を 提 出

さ せ る （ 府 令 第 ２ 条 第

１ 項 ） 。  

○  運 搬 開 始 の 日 の １ 週 間 前 ま で に 届 出 を さ せ る（ 府

令 第 ２ 条 第 ３ 項 ） 。  

 

   (２ ) 記 載 内 容 を 確 認 し

て 受 理 す る 。  

 

   

○  届 出 を 要 す る 放 射 性 同 位 元 素 等 で あ る こ と（ 府 令

第 １ 条 ） 及 び 事 業 所 外 運 搬 で あ る こ と を 確 認 す る 。

 

   

(３ ) 届 出 書 の １ 通 に 収

受 印 を 押 し 、 届 出 人 に

交 付 す る （ 府 令 第 ２ 条

第 ４ 項 ） 。  

○  届 出 書 交 付 の 際 に 、後 日 、放 射 性 同 位 元 素 等 運 搬

指 示 書（ 府 令 別 記 様 式 第 ３ 。以 下「 指 示 書 」と い う 。）

を 交 付 す る こ と が あ り 得 る 旨 、届 出 人 に 予 告 し て お

く 。  

 

 ２  通 知  (１ ) 主 管 課 長 は 、 届 出

を 受 理 し た と き は 、 速

や か に 、 次 の 事 項 を 関

係 警 察 署 長 へ 通 報 す

る 。  

   

   ア  届 出 者     

   イ  運 搬 日 時     

   ウ  発 送 地     

   エ  到 達 地     

   オ  輸 送 物     

   カ  運 送 人     

   キ  運 搬 車 両     

   ク  運 搬 経 路 及 び 日 時    

   ケ  そ の 他 必 要 事 項     

   ○  運 搬 に 支 障 を き た す お そ れ が あ る 場 合 と は 、 集

会 、 デ モ 、 祭 礼 、 道 路 工 事 、 路 面 凍 結 、 交 通 規 制 、

駐 車 場 所 不 適 当 等 で あ る 。  

 

   

(２ ) 前 記 (１ )の 通 報 を

受 け た 警 察 署 長 は 、 運

搬 に 支 障 を き た す お そ

れ が あ る 場 合 は 、 そ の 主 管 課 長 は 、交 通 規 制 課 等 関 係 所 属 へ 照 会 し 、障



旨 主 管 課 長 に 連 絡 す

る 。  

害 の 有 無 を 確 認 す る 。  

  (３ ) 主 管 課 長 は 、 運 搬

経 路 が 県 外 に 及 ぶ と き

は 、 関 係 都 道 府 県 公 安

委 員 会 へ 前 記 (１ )の 事

項 を 警 察 文 書 伝 送 シ ス

テ ム に よ り 通 知 す る

（ 府 令 第 ４ 条 第 １ 項 ）。

   

 ３  指 示  ○  指 示 す る こ と が で き る 事 項 は 、次 の と お り で あ る

（ 府 令 第 ３ 条 第 １ 項 ）。車 両 の 速 度（ 第 １ 号 ）、伴

走 車 の 位 置（ 第 ２ 号 ）、車 両 相 互 間 の 距 離（ 第 ３ 号 ）、

駐 車 場 所 及 び 駐 車 時 の 措 置（ 第 ４ 号 ）、積 卸 し 又 は

一 時 保 管 す る 場 所（ 第 ５ 号 ）、見 張 人 の 配 置 そ の 他

の 警 戒 措 置（ 第 ６ 号 ）、積 載 方 法（ 第 ７ 号 ）、警 察

機 関 へ の 連 絡（ 第 ８ 号 ）、届 出 書 及 び 指 示 書 の 携 帯

（ 第 ９ 号 ）、技 術 者 の 同 行（ 第 10号 ）、運 搬 中 の 交

通 事 故 、 盗 取 等 の 防 止 に 必 要 な 事 項 （ 第 11号 ）  

 

   

(１ ) 主 管 課 長 は 、 関 係

警 察 署 長 及 び 関 係 都 道

府 県 公 安 委 員 会 の 意 見

を 勘 案 し 、 総 合 的 に 判

断 し て 災 害 防 止 上 必 要

と 認 め る と き は 、 放 射

性 同 位 元 素 等 運 搬 指 示

書（ 府 令 別 記 様 式 第 ３ 。

以 下「 指 示 書 」と い う 。）

に 必 要 事 項 を 記 載 し 、

交 付 す る （ 府 令 第 ３ 条

第 ２ 項 ） 。  

○  指 示 書 の 交 付 は 、指 示 事 項 の 履 行 に 必 要 な 猶 予 期

間 を 考 慮 し て 行 う 。  

 

   (２ ) 主 管 課 長 は 、 指 示

書 を 交 付 し た と き は 、

そ の 指 示 内 容 を 関 係 警

察 署 長 及 び 関 係 都 道 府

県 公 安 委 員 会 に 通 知 す

る （ 府 令 第 ４ 条 第 ３

項 ） 。  

○  指 示 書 の 交 付 後 、新 た な 事 情 に よ り 再 交 付 を 行 う

場 合 に お い て 、後 か ら 行 う 指 示 が 前 の 指 示 と 矛 盾 す

る と き は 、前 に 交 付 し た 指 示 書 を 返 納 さ せ た 上 で 再

交 付 す る 。  

 

 第 ２  使 用 者

等 か ら 変 更

の 届 出 が あ

つ た 場 合  

放 射 性 同 位 元 素 等 運 搬

変 更 届 出 書 （ 府 令 別 記 様

式 第 ２ 。 以 下 「 変 更 届 出

書 」 と い う 。 ） ２ 通 を 提

出 さ せ る （ 府 令 第 ２ 条 第

４ 項 ） 。  

○  緊 急 や む を 得 な い 場 合 は 、口 頭 に よ る 届 出 で も よ

い こ と と す る が 、 じ 後 、 変 更 届 出 書 を 提 出 さ せ る 。

 

   第 １ の 要 領 に 準 ず る 。    

 第 １ の ２ (１ )及 び (２ )

の 要 領 に 準 ず る 。  

   

 

第 ３  他 の 都

道 府 県 公 安

委 員 会 か ら

通 知 を 受 け

た 場 合  

主 管 課 長 は 、 運 搬 に 支

障 を き た す お そ れ が あ る

と 認 め ら れ る 場 合 は 、 通

知 を し て き た 公 安 委 員 会

に 対 し 、 運 搬 の 変 更 を 求

め る 。  

   

 第 ４  使 用 者

等 に 対 し て

報 告 を 求 め

る 場 合  

  ○  報 告 を 求 め る 相 手 方 は 、 運 搬 の 届 出 を し た 使 用

者 、販 売 業 者 若 し く は 廃 棄 業 者 又 は こ れ ら の 者 か ら

運 搬 を 委 託 さ れ た 者 で あ る （ 府 令 第 ５ 条 ） 。  

 

 １  事 業 所

外 運 搬 の

主 管 課 長 が 必 要 と 認 め

た と き は 、 文 書 で 報 告 を

○  事 業 所 外 運 搬 の 状 況 に つ い て 報 告 を 求 め る 事 項

は 、事 業 所 外 運 搬 に 関 す る 過 去 の 実 績 、今 後 の 運 搬

 



状 況 の 報

告  

求 め る （ 法 第 42条 第 １

項 ） 。  

計 画 、使 用 者 等 の と つ た 安 全 対 策 等 で あ る（ 府 令 第

５ 条 ） 。  

 ○  緊 急 の 場 合 は 口 頭 で 報 告 を 求 め 、じ 後 、文 書 を 交

付 す る 。  

 

 

２  事 業 所

外 運 搬 に

関 す る 事

故 の 報 告  

(１ ) 届 出 を 受 理 し た 運

搬 に つ い て 事 故 が 発 生

し た 場 合 は 、 事 故 報 告

を 求 め る （ 法 第 42条 第

１ 項 ） 。  

○  報 告 さ せ る こ と が で き る 事 項 は 、「 当 該 運 搬 に 関

し 人 の 障 害 が 発 生 し 、又 は 発 生 す る お そ れ が あ る 事

故 の 状 況 」（ 府 令 第 ５ 条 ）と 規 定 さ れ て い る が 、次

の 場 合 に 報 告 を 徴 収 す る 。  

 

     ①  放 射 性 同 位 元 素 の 盗 取 又 は 所 在 不 明  

     ②  交 通 事 故  

     ③  放 射 性 同 位 元 素 等 が 異 常 に 漏 え い し た と き 。  

     ④  放 射 性 同 位 元 素 等 の 運 搬 に 関 し 人 の 障 害 が 発

生 し 、 又 は 発 生 す る お そ れ が あ る と き 。  

     ○  報 告 書 に 記 載 さ せ る 事 項 は 、お お む ね 次 の と お り

で あ る 。  

 

     ①  届 出 書 の 受 理 年 月 日 、 番 号  

     ②  届 出 名 義 人  

     ③  事 故 発 生 の 日 時 、 場 所  

     ④  運 行 責 任 者 、同 行 専 門 家 及 び 事 故 車 両 運 転 者 の

住 所 、 所 属 、 地 位 、 氏 名 、 年 齢 、 実 務 経 験 等  

     ⑤  事 故 当 事 者 の 住 所 、 職 業 、 氏 名 、 年 齢 等  

     ⑥  事 故 車 両 の 所 有 者 、 型 式 、 車 両 番 号 等  

     ⑦  運 搬 容 器 に 収 納 中 の 放 射 性 同 位 元 素 等 の 種 類

及 び 数 量  

     ⑧  事 故 関 係 運 搬 容 器 の 輸 送 容 器 登 録 証  

     ⑨  事 故 の 状 況  

     概 要（ 特 に 原 因 、運 搬 容 器 の 異 常 の 有 無 と そ の

状 況 ）、放 射 能 汚 染 の 状 況 、人 の 障 害 の 発 生 状 況

    ⑩  事 故 の 措 置  

     警 察 へ の 届 出 状 況（ 届 出 の 日 時 、方 法 、届 出 者

及 び 内 容 ）、放 射 線 管 理 の 状 況 、除 染 措 置 、関 係

省 庁 の 措 置 命 令 の 内 容 、 負 傷 者 の 収 容 病 院 名 等  

    ⑪  使 用 し た 防 災 用 具 、 防 護 具 等  

     ⑫  今 後 の 改 善 事 項  

   ○  報 告 は 、 事 故 発 生 後 10日 以 内 に 文 書 で 提 出 さ せ

る 。  

 

   

(２ ) 事 故 報 告 書 が 提 出

さ れ た と き は 、 事 故 発

生 地 の 公 安 委 員 会 に そ

の 副 本 又 は 写 し を 送 付

す る 。  

○  事 故 報 告 の 内 容 に つ い て 警 察 庁 生 活 環 境 課 長 及

び 関 係 管 区 警 察 局 保 安 部 長 あ て に 報 告 す る 。  

 

 第 ５  立 入 検

査 を 実 施 す

る 場 合  

主 管 課 長 が 必 要 と 認 め

た 場 合 に 行 う （ 法 第 43条

の ２ 第 １ 項 ） 。  

○  立 入 検 査 の 対 象 は 、運 搬 の 届 出 を し た（ 又 は 近 い

将 来 そ の 可 能 性 の あ る ）使 用 者 等 の 事 務 所 又 は 工 場

若 し く は 事 業 所 で あ つ て 県 内 に 所 在 す る も の で あ

る 。  

 

     ○  立 入 検 査 を 実 施 す る 際 は 、関 係 所 属 と の 連 絡 を 密

に し て 、効 果 的 な 立 入 検 査 が 実 施 で き る よ う に 配 意

す る こ と 。  

 

     ○  公 安 委 員 会 の 指 示 に 必 要 な 限 度 に お い て 実 施 す

る も の で あ る か ら 、検 査 す る 事 項 は お お む ね 次 の と

お り で あ る 。  

 

     ①  放 射 性 同 位 元 素 の 使 用 、販 売 又 は 廃 棄 許 可 証 並



び に 輸 送 容 器 登 録 証 等  

     ②  放 射 線 取 扱 主 任 者 免 状 所 有 者 等 の 状 況  

     ③  運 搬 関 係 者 に 対 す る 教 養 の 実 施 計 画 及 び 実 施

状 況  

     ④  放 射 性 同 位 元 素 等 の 運 搬 契 約 書 と 契 約 の 状 況  

     ⑤  工 場 又 は 事 業 所 内 の 施 設 、防 災 装 置 、道 路 、交

通 量 、 交 通 規 制 等  

     ⑥  運 搬 容 器 等 の 管 理 状 況  

     ⑦  保 護 具 、 防 災 用 具 等 の 管 理 状 況  

     ⑧  そ の 他 放 射 性 同 位 元 素 等 の 安 全 対 策 上 必 要 な

事 項 （ 積 載 方 法 、 携 帯 書 類 等 ）  

以 下 別 記 等 省 略  
 


